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現行（第４期）中期目標と第５期中期目標（案）との比較対照表 

※下線部分が変更部分 

現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

【目次】 

前文 

 

中期目標の期間 

【目次】 

前文 

 

中期目標の期間 

 

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）災害・感染症等への適切な対応 

２ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

（２）情報発信 

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの計画的な確保と教育・研修 

（２）信頼される医療の実践 

            

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）災害・感染症等への適切な対応 

２ 患者サービス 

          

          

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの計画的な確保と教育・研修 

（２）信頼される医療の実践 

（３）情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 自律性・機動性の高い運営管理体制の充実 

２ 事務部門の機能強化 

 

３ 働きがいのある職場環境づくり 

４ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 効率的かつ適正な運営 

（１）運営・管理体制の充実 

（２）先端技術の活用推進等による業務改善 

２ 職場環境の向上に向けた取組 

３ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

 

 

 

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）経営基盤の安定化と運営費負担金の適正化 

（２）投資財源の確保 

２ 収支改善 

（１）収益確保 

（２）費用削減 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）経営基盤の安定化と運営費負担金の適正化 

（２）施設・設備の適正管理 

２ 収支改善 

（１）収益確保 

（２）費用節減 

 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

１ 福岡市立こども病院における医療機能の充実 

２ 福岡市民病院における経営改善の推進 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

１ 福岡市民病院のあり方検討への対応 
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現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

【前文】 

地方独立行政法人福岡市立病院機構（以下「市立病

院機構」という。）は、平成 22 年４月の設立以来、「い

のちを喜び、心でふれあい、すべての人を慈しむ病院

を目指します。」という基本理念の下、福岡市立こども

病院については、こどものいのちと健康をまもること

を目的とし、高度小児専門医療、小児救急医療及び周

産期医療を提供する病院として、また、福岡市民病院

については、地域医療を基礎としつつ、高度医療及び

高度救急医療を提供する地域の中核的な病院として、

両病院の運営に取り組んできた。 

平成 29 年度から令和２年度までの第３期中期目標

期間中においては、地方独立行政法人制度の特長を活

かして、医療水準の更なる向上を目指し、医療機能の

強化や経営の効率化に取り組んだ。また、新型コロナ

ウイルス感染症の流行に際しては、ＢＣＰ（事業継続

計画）を踏まえながら、疑似症患者の受入体制をいち

早く整えるとともに、保健所や他の医療機関との連携

の下、入院患者を積極的に受け入れるなど、適切な対

応を行った。 

第４期中期目標においては、引き続き医療機能の強

化や経営の効率化に取り組み、市立病院として担うべ

き医療の安定的、継続的かつ効率的な提供に努めると

ともに、福岡県において策定された地域医療構想や、

今後、国によって示される公立病院の役割等を踏まえ、

地域の将来あるべき医療提供体制の構築や地域包括ケ

アシステムの推進、災害・感染症等の危機管理に際し

て求められる役割を果たすよう病院運営に取り組むこ

ととする。 

福岡市立こども病院においては、小児医療、周産期

医療を取り巻く状況や医療環境の変化等を踏まえ、求

められる役割を果たせるよう、中核的な小児総合医療

施設としての医療機能の充実を図るとともに、引き続

き病床の適切な運用や更なる確保を目指した取組を進

めることとする。 

福岡市民病院については、平成 20年６月の福岡市病

院事業運営審議会答申及び同年９月議会の「新病院の

整備に関する決議」を踏まえ、同病院の現状や公立病

院を取り巻く医療環境の変化等を勘案し、福岡市にお

いて、引き続きそのあり方について検討していく。 

 

 

 

【前文】 

地方独立行政法人福岡市立病院機構（以下「市立病

院機構」という。）は、平成 22 年４月の設立以来、「い

のちを喜び、心でふれあい、すべての人を慈しむ病院

を目指します。」という基本理念の下、福岡市立こども

病院については、こどものいのちと健康をまもること

を目的とし、高度小児専門医療、小児救急医療及び周

産期医療を提供する病院として、また、福岡市民病院

については、地域医療を基礎としつつ、高度医療及び

高度救急医療を提供する地域の中核的な病院として、

両病院の運営に取り組んできた。 

令和３年度から令和６年度までの第４期中期目標期

間中においては、地方独立行政法人制度の特長を活か

して、医療水準の更なる向上を目指し、医療機能の強

化や経営の効率化に取り組んだ。また、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に際しては、両病院ともに「福

岡県新型コロナウイルス感染症重点医療機関」の指定

を受け、福岡市における中核的な役割を果たすととも

に、通常診療の維持についても可能な限り取り組むな

ど、適切な対応を行った。 

第５期中期目標においては、引き続き医療機能の強

化や経営の効率化に取り組み、市立病院として担うべ

き医療の安定的、継続的かつ効率的な提供に努めると

ともに、福岡県保健医療計画や地域医療構想、また、

国によって示された公立病院の役割等を踏まえ、地域

の将来あるべき医療提供体制の構築や地域包括ケアシ

ステムの推進、災害・新興感染症等の発生に際して求

められる役割を果たすよう病院運営に取り組むことと

する。 

福岡市立こども病院においては、小児医療、周産期

医療を取り巻く状況や医療環境の変化等を踏まえ、求

められる役割を果たせるよう、中核的な小児総合医療

施設としての医療機能の充実を図る。 

福岡市民病院については、将来的なあり方に関する

検討結果を踏まえ、着実に取組を進めるとともに、引

き続き医療提供体制の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※[第２段落] 

新型コロナウイルス感染症

への対応について、時点更新 

 

※[第３段落] 

令和６年３月に策定された

「福岡県保健医療計画」を加

筆。 

 

※[第３段落] 

「国によって示された公立

病院の役割等」は、令和４年

３月に総務省が公立病院経

営強化ガイドラインとして

示した内容を想定。 

 

※[第４段落] 

こども病院の「病床の適切な

運用や更なる確保を目指し

た取組」は、平成 20 年新病

院基本構想による取組につ

いて、実態を踏まえ削除。 

 

※[第５段落] 

市民病院のあり方検討に関

する記載について、進捗状況

を踏まえ更新。 

【中期目標の期間】 

令和３年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

【中期目標の期間】 

令和７年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

・目標期間は、現行と同様の 

４年間とする。（診療報酬改

定のサイクルを念頭に） 
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現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

 

１ 医療サービス 

 

（１）良質な医療の実践 

市立病院機構は、地域における医療水準の向上を図

り、市民の健康の維持及び増進に寄与するため、福岡

市における医療政策として求められる高度専門医療、

救急医療等を提供すること。 

また、その役割を安定的かつ継続的に果たすため、

患者のニーズや医療環境の変化に即して、診療機能の

充実や見直しを図ること。 

 

ア 福岡市立こども病院 

これまで培ってきた高度小児専門医療、小児救急

医療及び周産期医療の更なる充実を図るとともに、

中核的な小児総合医療施設として求められる役割を

果たすこと。 

 

イ 福岡市民病院 

高度専門医療を担う地域の中核病院としての機能

を維持するとともに、高度救急医療の更なる充実を

図ること。 

 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

地域医療に貢献するため、地域の医療機関との連携・

協力体制の更なる充実を図り、病病・病診連携を積極

的に推進するとともに、地域包括ケアシステムの推進

に取り組む上で求められる役割を果たすよう病院運営

に取り組むこと。 

 

（３）災害・感染症等への適切な対応 

                       

                       

災害・感染症等の発生時やその他の緊急時において、

福岡市地域防災計画、各種感染症の対策行動計画       

等に基づき、市立病院として迅速かつ的確に対応する

こと。 

また、他の自治体において大規模な災害・感染症等

が発生した場合は、関係機関や災害協定に基づく医療

機関等との連携を図るなど、迅速かつ的確に医療救護

活動や人的・物的支援に努めること。 

 

ア 福岡市立こども病院 

高度医療を行う小児総合医療施設として、関係機

関と連携を図りながら、必要な医療の継続のため医

療資源を最大限活用するなど、役割に応じた適切な

対応を図ること。 

 

イ 福岡市民病院 

必要な医療の継続及び救護活動を実施するととも

に、感染症発生時においては、感染症指定医療機関

として福岡市における対策の先導的かつ中核的役割

を果たすため、必要な対応を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

 

１ 医療サービス 

 

（１）良質な医療の実践 

市立病院機構は、地域における医療水準の向上を図

り、市民の健康の維持及び増進に寄与するため、福岡

市における医療政策として求められる高度専門医療、

救急医療等を提供すること。 

また、その役割を安定的かつ継続的に果たすため、

患者のニーズや医療環境の変化に即して、診療機能の

充実や見直しを図ること。 

 

ア 福岡市立こども病院 

これまで培ってきた高度小児専門医療、小児救急

医療及び周産期医療の更なる充実を図るとともに、

中核的な小児総合医療施設として求められる役割を

果たすこと。 

 

イ 福岡市民病院 

高度専門医療を担う地域の中核病院としての機能

を維持するとともに、高度救急医療の更なる充実を

図ること。 

 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

地域医療に貢献するため、地域の医療機関との連携・

協力体制の更なる充実を図り、病病・病診連携を積極

的に推進するとともに、地域包括ケアシステムの推進

に当たり求められる役割を果たすよう病院運営に取り

組むこと。 

 

（３）災害・感染症等への適切な対応 

災害や新興感染症等（以下「災害等」という。）の発

生に備え、平時から必要となる取組みを進めること。 

また、災害等の発生時においては、福岡市地域防災

計画や各種感染症の対策行動計画並びに事業継続計画

等に基づき、市立病院として迅速かつ的確に対応する

こと。 

なお、他の自治体において大規模な災害等が発生し

た場合は、関係機関や災害協定に基づく医療機関等と

の連携を図るなど、迅速かつ的確に医療救護活動や人

的・物的支援に努めること。 

 

ア 福岡市立こども病院 

高度医療を行う小児総合医療施設として、関係機

関と連携を図りながら、必要な医療の継続のため医

療資源を最大限活用するなど、役割に応じた適切な

対応を図ること。 

 

イ 福岡市民病院 

必要な医療の継続及び救護活動を実施するととも

に、感染症発生時においては、感染症指定医療機関

として福岡市における対策の先導的かつ中核的役割

を果たすため、必要な対応を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１（２） 

市立病院機構は地域包括ケ

アシステム推進の直接的な

主体ではないため表現を改

めた。 

 

※１（３） 

総務省公立病院経営強化ガ

イドラインを踏まえ、災害や

新興感染症等への対応につ

いて、平時からの取組を追

加。 

 

※１（３） 

「事業継続計画」に基づく対

応を求めるため追加。 
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現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

２ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

選ばれる病院であり続けるため、ＩＣＴ（情報通信

技術）の積極的な活用などにより、効率的かつ効果的

なサービスの展開に努めるほか、ボランティア等との

連携を図ることにより、多様な市民・患者一人ひとり

の視点に立った患者サービスの向上に努めること。 

 

（２）情報発信 

ホームページや広報誌等により、病院の役割や医療

内容等を積極的に情報発信するなど、市民・患者に開

かれた病院づくりに努めること。 

 

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの計画的な確保と教育・研修 

医療水準を向上させるため、医療環境の変化を見据

え、中長期的な観点から、優れた知識と専門性を有す

る人材の確保に努めること。 

また、研修体制の充実などにより、スタッフの専門

性や医療技術の向上を図ること。 

 

（２）信頼される医療の実践 

市民に信頼される安全・安心な医療を提供するため、

院内感染防止対策を確実に実施するとともに、医療事

故に関する情報の収集・分析に努め、医療安全対策の

徹底を図ること。 

また、患者が自ら受ける医療の内容を理解し、納得

の上で自分に合った治療法を選択できるよう、十分な

説明に基づくインフォームド・コンセントを徹底する

など、患者中心の医療を実践すること。 

 

                     

                     

                     

                     

                     

２ 患者サービス 

            

選ばれる病院であり続けるため、ＩＣＴ（情報通信

技術）の積極的な活用やボランティア等との連携をは

じめとした様々な手法により、多様な市民・患者一人

ひとりの視点に立ったサービスの向上に努めること。 

 

 

        

                     

                     

                     

 

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの計画的な確保と教育・研修 

医療水準の維持・向上を図るため、医療環境の変化

を見据え、中長期的な観点から、優れた知識と専門性

を有する人材の確保に努めること。 

また、研修体制の充実などにより、スタッフの専門

性や医療技術の向上を図ること。 

 

（２）信頼される医療の実践 

市民に信頼される安全・安心な医療を提供するため、

院内感染防止対策を確実に実施するとともに、医療事

故に関する情報の収集・分析に努め、医療安全対策の

徹底を図ること。 

また、クリニカルパスの活用の推進や、患者へのイ

ンフォームド・コンセントの徹底などにより、患者中

心の医療を実践すること。 

 

 

（３）情報発信 

Web や広報誌などの多様な広報媒体を活用した情報

発信や、各種イベントの開催等を通じて病院が担う医

療内容等の情報発信を積極的に行うなど、市民・患者

に開かれた病院づくりに努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

※現行２「（２）情報発信」 

取組の目的を「２ 患者サー

ビス」にとどまらず、広く「３ 

医療の質の向上」に資する取

組と再整理し記載位置を移

動。 

これに伴い、「（１）患者サー

ビスの向上」の小項目表題は

削除。 

 

※２ 

患者サービス向上の手法に

ついて「ボランティア等との

連携を図る」ことに限定しな

い取組とするため、「ボラン

ティア等との連携をはじめ

とした様々な手法」と改め

る。具体的には、院内掲示の

充実や、付添い患者への利便

性向上などを想定。 

 

※３（１） 

取組の目的として、スタッフ

確保の困難化が進む現状に

鑑み、「医療水準の維持」を追

加。 

 

※３（２）第２段落 

患者中心の医療の実践に向

け、「クリニカルパスの活用

の推進」を追加。 

 

※３（３）「情報発信」 

取組の目的を、現行「２ 患者

サービス」にとどまらず、広

く「３ 医療の質の向上」に資

する取組と再整理し、記載位

置を移動。 

手法として「各種イベントの

開催等」などを追加し取組を

拡充する。 
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現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

１ 自律性・機動性の高い運営管理体制の充実 

                

地方独立行政法人制度の特長を活かし、各病院が自

らの特性や実情を踏まえ、より機動的に業務改善がで

きるよう、各病院において病院長がリーダーシップを

発揮し、自律性を発揮できる運営管理体制の充実を図

ること。 

 

２ 事務部門の機能強化 

各病院の経営支援を的確に行うことができる人材

や、医療を巡る環境変化に柔軟に対応できる人材を育

成するため、その専門的知識やスキルを習得するため

の研修を計画的に実施するとともに、市立病院として

のノウハウを確実に蓄積し、事務部門の更なる機能強

化に努めること。 

 

３ 働きがいのある職場環境づくり 

国の働き方改革の考え方を踏まえたワーク・ライフ・

バランスの実現や職員の福利厚生の充実に向けた取組

を行い、職員が働きやすい職場環境の整備に努めるこ

と。 

また、職員の業績や能力を公正かつ客観的に評価で

きるように人事評価制度の改善を行い、職員のモチベ

ーションの維持・向上を図ること。 

 

 

４ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

医療法を始めとする関係法令を遵守することはもと

より、行動規範と倫理に従い、市立病院の運営を担う

地方独立行政法人として、公平性・透明性を確保した

病院運営を行うこと。 

また、個人情報の保護及び情報公開に関しては、福

岡市個人情報保護条例（平成 17 年福岡市条例第 103

号）及び福岡市情報公開条例（平成 14 年福岡市条例

第３号）に基づき、適切に対応すること。 

 

 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

１ 効率的かつ適正な運営 

（１）運営管理体制の充実 

地方独立行政法人制度の特長を活かし、病院長がリ

ーダーシップを発揮して機動的に業務改善を推進し、

また、経営環境の変化等に柔軟に対応し持続可能な経

営を確保するため、事務部門をはじめ法人全体で経営

強化に取り組むなど、運営管理体制の充実を図ること。 

 

（２）先端技術の活用推進等による業務改善 

デジタル技術やＩＣＴなど先端技術の活用をはじめ

とした幅広い手法により、業務改善を図ること。 

なお、これらの先端技術の活用に当たっては、セキ

ュリティ対策の徹底に努めること。 

 

 

 

２ 職場環境の向上に向けた取組 

働き方改革の考え方を踏まえたワーク・ライフ・バ

ランスの実現や職員の福利厚生の充実に向けた取組に

加え、ハラスメントの防止に向けた取組など、多様な

職員にとって働きやすい職場環境の整備に努めるこ

と。 

また、職員の業績や能力の公正かつ客観的な評価に

向けた人事評価制度の充実を通して、職員のモチベー

ションの維持・向上を図ること。 

 

３ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

医療法を始めとする関係法令を遵守することはもと

より、行動規範と倫理に従い、市立病院の運営を担う

地方独立行政法人として、公平性・透明性を確保した

病院運営を行うこと。 

                   

                   

                   

                   

                   

 

※現行１及び２ 

項目の表題「１ 自律性・機動

性の高い運営管理体制の充

実」及び「２ 事務部門の機能

強化」を、「１ 効率的かつ適

正な運営」に整理。病院長の

リーダーシップによる機動

的な運営は継続しつつ、「持

続可能な経営の確保」を新た

に目的として明記し、「法人

全体で経営強化に取り組む」

など運営管理体制の充実に

向け具体的な記載とした。 

 

※１（２） 

総務省公立病院経営強化ガ

イドライン第２-３-(5)②

「デジタル化への対応」も踏

まえ、新設。 

 

※２ 

表題を現行「３ 働きがいの

ある職場環境づくり」から、

より客観的かつ幅広い表現

に改正。内容について「ハラ

スメントの防止に向けた取

組など」を加え、「多様な職員

にとって」働きやすい職場環

境の整備に努めることと改

めた。 

※２ 第２段落： 

人事評価制度については、取

組の進捗を踏まえ「制度の充

実」に改めた。 

 

※３ 第２段落： 

個人情報保護及び情報公開

については、法改正により法

令の直接適用となったため

削除。 
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現行（第４期）中期目標 第５期中期目標（案） （現行目標からの変更趣旨） 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）経営基盤の安定化と運営費負担金の適正化 

市立病院として求められる医療を安定的かつ継続的

に提供していくため、医療環境の変化に対応しながら、

より一層の経営の効率化や健全化を進めるなど、経営

改善に取り組み、持続可能な経営基盤を確立すること。 

また、地方独立行政法人法に基づく運営費負担金の

趣旨を踏まえ、公立病院としての役割を果たすととも

に、自律的な運営に努めること。 

 

（２）投資財源の確保 

施設整備や高額医療機器の更新など、今後の投資計

画を踏まえながら、自己財源の確保に努めること。 

 

 

 

 

２ 収支改善 

（１）収益確保 

診療体制の充実や効率的な病床利用及び高度医療機

器の稼働率向上に努めるとともに、診療報酬改定等の

医療環境の変化に的確に対応し、安定的かつ確実な収

益の確保に努めること。 

 

（２）費用削減 

地方独立行政法人の会計制度に基づいた効果的かつ

効率的な事業運営に努めるとともに、効果的な費用の

削減に努めること。 

また、計画的な維持修理による施設の長寿命化と投

資の平準化、施設運営・保守管理の効率化などのアセ

ットマネジメントを推進すること。 

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）経営基盤の安定化と運営費負担金の適正化 

市立病院として求められる医療を安定的かつ継続的

に提供していくため、医療環境の変化に対応しながら、

より一層の経営の効率化や健全化を進め、投資財源の

確保に努めるなど、持続可能な経営基盤を確立するこ

と。 

また、地方独立行政法人法に基づく運営費負担金の

趣旨を踏まえ、公立病院としての役割を果たすととも

に、自律的な運営に努めること。 

 

（２）施設・設備の適正管理 

施設・設備の管理については、計画的な維持補修に

よる長寿命化と適正な保守管理に努めること。 

また、施設・設備の整備や更新については、長期的

視点により計画的に行い投資の平準化を図ること。 

 

２ 収支改善 

（１）収益確保 

診療体制の充実や効率的な病床利用及び高度医療機

器の稼働率向上に努めるとともに、診療報酬改定等の

医療環境の変化に的確に対応し、安定的かつ確実な収

益の確保に努めること。 

 

（２）費用節減 

地方独立行政法人の会計制度に基づいた効果的かつ

効率的な事業運営に努めるとともに、費用の節減に努

めること。 

                   

                   

                   

 

 

 

 

※現行１（２） 

「投資財源の確保」について

は、１（１）に集約。 

 

※１（２） 

総務省公立病院経営強化ガ

イドライン第２-３-(5)①

「施設・設備の適正管理と整

備費の抑制」を踏まえ、新た

に「（２）施設・設備の適正管

理」を追加。その上で、現行

の第３-２-（２）第２段落（施

設の維持管理等）の記載内容

についても当該項目で統一

的に整理。 

 

 

 

 

※２（２） 

項目の表題「費用削減」につ

いては、「費用節減」に改め

る。 

 

※２（２） 

施設の維持管理等の記載に

つき、第３-１-（２）に統一

して整理。 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 福岡市立こども病院における医療機能の充実 

 

小児医療、周産期医療を取り巻く状況や医療環境の

変化等を踏まえ、福岡市立こども病院に求められる役

割を果たせるよう、中核的な小児総合医療施設として

の医療機能の更なる充実を図ること。 

また、新病院基本構想で示された医療機能の基本的

な考え方を踏まえ、引き続き病床の適切な運用や更な

る確保を目指した取組を進めること。 

 

２ 福岡市民病院における経営改善の推進 

 

福岡市民病院については、地方独立行政法人化後、

医療環境の変化等を踏まえ医療機能を強化するなど、

順調にその経営改善が図られたところであるが、引き

続き経営課題の解決に努めるなど、更なる経営改善を

進めること。 

また、将来的な市民病院のあり方に関する検討状況

を踏まえながら、既存の施設・設備の計画的な維持管

理に取り組むこと。 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

                     

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

１ 福岡市民病院のあり方検討への対応 

 

福岡市民病院については、将来的なあり方に関する

市の検討結果を踏まえ、着実に取組を進めるとともに、

引き続き医療提供体制の充実を図ること。 

 

 

 

※現行１ 

「１ 福岡市立こども病院に

おける医療機能の充実」につ

いては、第１の内容と重複す

るため、項目削除。 

 

 

 

 

※１ 

現行の「２ 福岡市民病院に

おける経営改善の推進」にお

ける経営改善については、第

２で触れるため、ここでは削

除し、福岡市民病院のあり方

検討への対応のみの記載と

する。 

 


